
東証・大証の統合スキームについて（1） 
（２０１１年１１月２８日時点、東証と大証の合意内容より） 

ＳＴＥＰ－１ 買付価格は、 
４８万円を予定 

東証が、大証に対してＴＯＢを実施 

大証発行済み株式総数の半数以上、 
３分の２未満を取得予定 

大証は、東証の子会社へ 
（但し、大証の上場は維持） 

東証グループ 
（未上場） 

大証 
（上場子会社化） 

ＴＯＢの実施時期
については、未定 

ポイントは、 
ＴＯＢの成立 

（大証株主の約３分の２近
くが海外株主） 

※当資料は株式会社資本市場きずなが両社の公表資料に基づき作成（今後の公表で内容が変更されることがあります。） 



東証・大証の統合スキームについて（2） 
（２０１１年１１月２８日時点、東証と大証の合意内容より） 

ＳＴＥＰ－２ 経営統合の為に、東証・大証とも持
株会社化 

東証グループの
持株会社化 
（但し、株主総会の承
認必要） 

東証グループの
事業承継 

ポイントは、 
両取引所の持株会社だか、
大証は上場されたまま 

持株会社へ 

大証の 
持株会社化 
（但し、株主総会の承
認必要） 

東証グループ 
（未上場親会社） 

大証 
（上場子会社化） 

東京証券取引所 大証Ｍ 

大証の事業承継 

100％子会社 100％子会社 

持株会社 
（２０１２年４月１日設立
予定） 

持株会社 

※当資料は株式会社資本市場きずなが両社の公表資料に基づき作成（今後の公表で内容が変更されることがあります。） 



東証・大証の統合スキームについて（3） 
（２０１１年１１月２８日時点、東証と大証の合意内容より） 

ＳＴＥＰ－３ 大証を存続会社として、 
両社（持株会社２社）の合併へ 

ポイントは、 
合併比率 

（東証株１株に対し大証株
０．２０１９株を割当て） 

東証グループ 
（消滅会社） 

大証 
（存続会社） 

東京証券取引所 大証Ｍ 

両持株会社の合併 
２０１３年１月１日予定 

日本取引所(仮称）グループ 

現物市場運営会社 
デリバティブ市場 
運営会社 

自主規制法人 
清算機関 
（ＪＳＣＣ） 

再編成へ 

※当資料は株式会社資本市場きずなが両社の公表資料に基づき作成（今後の公表で内容が変更されることがあります。） 


